
平成３１年２月２１日

平成３１年第１回

宮代町議会定例会議案書



議案番号 件 名 頁

議案第 １ 号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて

１

議案第 ２ 号 宮代町下水道条例の一部を改正する条例について ３

議案第 ３ 号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する

条例について

５

議案第 ４ 号 宮代町水道分担金徴収条例の一部を改正する条例について ７

議案第 ５ 号 宮代町水道事業給水条例の一部を改正する条例について ９

議案第 ６ 号 宮代町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例につ

いて

１２

議案第 ７ 号 宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例について

１４

議案第 ８ 号 特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例について

１６

議案第 ９ 号 宮代町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることにつ

いて

１８

議案第１０号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

１９

議案第１１号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

２０

議案第１２号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

２１

議案第１３号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

２２

議案第１４号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

２３

議案第１５号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

２４

議案第１６号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

２５

議案第１７号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

２６



議案番号 件 名 頁

議案第１８号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

２７

議案第１９号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

２８

議案第２０号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

２９

議案第２１号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

３０

議案第２２号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

３１

議案第２３号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

３２

議案第２４号 平成３０年度宮代町一般会計補正予算（第４号）について ３３

議案第２５号 平成３０年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について

３４

議案第２６号 平成３０年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第３号）

について

３５

議案第２７号 平成３０年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算(第３号)

について

３６

議案第２８号 平成３０年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

について

３７

議案第２９号 平成３１年度宮代町一般会計予算について ３８

議案第３０号 平成３１年度宮代町国民健康保険特別会計予算について ３９

議案第３１号 平成３１年度宮代町介護保険特別会計予算について ４０

議案第３２号 平成３１年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算について ４１

議案第３３号 平成３１年度宮代町公共下水道事業特別会計予算について ４２

議案第３４号 平成３１年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算について ４３



議案番号 件 名 頁

議案第３５号 平成３１年度宮代町水道事業会計予算について ４４

議案第３６号 平成３１年度宮代町一般会計補正予算（第１号）について ４５



１

議案第１号

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

災害弔慰金の支給等に関する法律等の一部改正に伴い、災害弔慰金の支給等に関

する条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、

この案を提出するものである。



２

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年宮代町条例第１３号）の一部を次

のように改正する。

第１４条の見出し中「利率」の次に「及び保証人」を加え、同条第１項中「その

利率を延滞の場合を除き年３パーセント」を「、延滞の場合を除き、その利率を年

３パーセントを上限として町長が別に定める率」に改め、同条に次の２項を加える。

２ 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

３ 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担する

ものとし、その保証債務は、令第９条の違約金を包含するものとする。

第１５条第１項中「（又は半年賦償還）」を「、半年賦償還又は月賦償還」に改

め、同条第３項中「、保証人」を削り、「第１２条」を「第１１条」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例第１４条並びに第

１５条第１項及び第３項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により

被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日

前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付け

については、なお従前の例による。



３

議案第２号

宮代町下水道条例の一部を改正する条例について

宮代町下水道条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

消費税法の一部改正に伴い、宮代町下水道条例の一部を改正したいので、地方自

治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。



４

宮代町下水道条例の一部を改正する条例

宮代町下水道条例（平成４年宮代町条例第１９号）の一部を次のように改正する。

第１６条第１項中「１００分の１０８を乗じて得た額」を「消費税相当額（消費

税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づく消費税額に地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）に基づく地方消費税額を加えて得た額をいう。）を加えて得た額」に

改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の宮代町下水道条例第１６条第 1項の規定は、平成３１

年１２月１日以後に算定する使用料について適用し、同日前に算定する使用料に

ついては、なお従前の例による。



５

議案第３号

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り提出する。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

働き方改革の一環である長時間労働の是正への取組みに伴い、職員の勤務時間、

休日及び休暇に関する条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第

１号の規定により、この案を提出するものである。



６

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年宮代町条例第６号）の一

部を次のように改正する。

第８条に次の１項を加える。

３ 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間におけ

る勤務に関し必要な事項は、町規則で定める。

附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。



７

議案第４号

宮代町水道分担金徴収条例の一部を改正する条例について

宮代町水道分担金徴収条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

消費税法の一部改正に伴い、宮代町水道分担金徴収条例の一部を改正したいので、

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。



８

宮代町水道分担金徴収条例の一部を改正する条例

宮代町水道分担金徴収条例（平成９年宮代町条例第７号）の一部を次のように改

正する。

第２条中「(以下「メーター」という。)」を削り、「１００分の１０８を乗じて

得た」を「消費税相当額（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づく消費税

額に、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づく地方消費税額を加えて得た

額（この額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）をいう。以下同

じ。）を加えて得た」に改め、同条ただし書中「(メーター口径を増す場合に限る。)」

を削り、「差額」の次に「に消費税相当額を加えて得た額」を加え、同条を同条第

２項とし、同条に第 1項として次の１項を加える。

町長は、宮代町水道事業給水条例（平成１０年宮代町条例第１０号）第６条第

１項に規定する給水装置工事のうち、新設又は改造（水道メーター（以下「メー

ター」という。）の口径を増すものに限る。以下同じ。）工事の申込みをする者

から分担金を徴収する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年１０月 1日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の宮代町水道分担金徴収条例第２条第１項の規定は、こ

の条例の施行の日以後に申込みがあった給水装置の新設又は改造工事に係る分担

金について適用し、同日前にあった給水装置の新設又は改造に係る分担金につい

ては、なお従前の例による。



９

議案第５号

宮代町水道事業給水条例の一部を改正する条例について

宮代町水道事業給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

消費税法の一部改正及び水道法施行令の一部改正等に伴い、宮代町水道事業給水

条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、こ

の案を提出するものである。



１０

宮代町水道事業給水条例の一部を改正する条例

宮代町水道事業給水条例（平成１０年宮代町条例第１０号）の一部を次のように

改正する。

第３条に次の１項を加える。

３ この条例において、「消費税相当額」とは、消費税法（昭和６３年法律第１０

８号）に基づく消費税額に、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づく地

方消費税額を加えて得た額（この額に１円未満の端数があるときは、これを切り

捨てた額）をいう。

第１０条第１項中「、施行する」を「施行する」に、「１００分の１０８を乗じ

て得た額」を「消費税相当額を加えて得た額」に改め、同項後段を削る。

第２４条中「１００分の１０８を乗じて得た額」を「消費税相当額を加えて得た

額」に改め、同条ただし書を削る。

第２７条第１項中「１００分の１０８を乗じて得た額」を「消費税相当額を加え

て得た額」に改め、同項後段を削る。

第３４条第１項中「第４条」を「第５条」に改める。

第４３条第１号中「又はこれに相当する課程」を「若しくはこれに相当する課程」

に改め、同条第３号中「短期大学又は」を「短期大学（同法による専門職大学の前

期課程を含む。）若しくは」に改め、「卒業した後」の次に「（同法による専門職

大学の前期課程にあっては、修了した後）」を加え、同条第４号中「又は中等教育

学校」を「若しくは中等教育学校」に改め、同条第６号中「終了」を「修了」に改

め、同条第７号中「学科目を」の次に「、」を加え、同条第８号中「又は水道環境」

を削る。

第４４条第２号中「第１項」を削り、「卒業した後」の次に「（学校教育法によ

る専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）」を加え、「同項第１号」を「同

条第１号」に、「同項第３号に規定する学校を卒業した者」を「同条第３号に規定

する学校を卒業した者（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者）」

に、「同項第４号」を「同条第４号」に改め、同条第４号中「第１項」を削り、「卒

業した後」の次に「（学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了し

た後）」を加え、「同項第１号に規定する学校の卒業者」を「同条第１号に規定す

る学校を卒業した者」に、「同項第３号に規定する学校の卒業者」を「同条第３号

に規定する学校を卒業した者（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了

した者）」に、「同項第４号」を「同条第４号」に、「学校の卒業者」を「学校を

卒業した者」に改め、同条第５号中「前条第１項」を削り、「卒業者」の次に「（学

校教育法による専門職大学の前期課程の修了者を含む。）」を加える。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第３条に１項を加え

る改正規定、第１０条第１項の改正規定、第２４条の改正規定及び第２７条第１



１１

項の改正規定は、平成３１年１０月１日から施行する。

（工事費に関する経過措置）

２ この条例による改正後の宮代町水道事業給水条例第１０条第１項の規定は、こ

の条例の施行の日以後に申込みがあった給水装置の工事に係る工事費について適

用し、同日前に申込みがあった給水装置の工事に係る工事費については、なお従

前の例による。

（料金に関する経過措置）

３ この条例による改正後の宮代町水道事業給水条例第２４条及び第２７条第１項

の規定は、平成３１年１２月１日以後に算定する料金について適用し、同日前に

算定する料金については、なお従前の例による。

（布設工事監督者の資格に関する経過措置）

４ この条例の施行前に行われた技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１

項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、

選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の宮代町水道

事業給水条例第４３条第８号の適用については、同法第４条第１項の規定による

第２次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目とし

て上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。



１２

議案第６号

宮代町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例について

宮代町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

消費税法の一部改正に伴い、宮代町農業集落排水処理施設条例の一部を改正した

いので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するもので

ある。



１３

宮代町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例

宮代町農業集落排水処理施設条例（平成１７年宮代町条例第３号）の一部を次の

ように改正する。

第１５条第１項中「１００分の１０８を乗じて得た額」を「消費税相当額（消費

税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づく消費税額に地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）に基づく地方消費税額を加えて得た額をいう。）を加えて得た額」に

改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の宮代町農業集落排水処理施設条例第１５条第１項の規

定は、平成３１年１２月１日以後に算定する使用料について適用し、同日前に算

定する使用料については、なお従前の例による。



１４

議案第７号

宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り提出する。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

入所児童数の増加に伴い、いちょうの木児童クラブの定員を拡大するため、宮代

町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正したいので、地方自治法第

９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。



１５

宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

宮代町学童保育所設置及び管理に関する条例（平成１７年宮代町条例第２６号）

の一部を次のように改正する。

第２条の表中

「

いちょうの木第一児童クラブ 宮代町百間五丁目８番４８号 ３０人

」を

「

いちょうの木第一児童クラブ 宮代町百間五丁目８番４８号 ３０人

いちょうの木第一児童クラブ分室
宮代町百間四丁目１１番１７号

深井ビル内
２０人

」に

改める。

附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。



１６

議案第８号

特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り提出する。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

学童保育指導員、子育て指導員及び学校用務補助員の報酬額を改定するため、特

別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正したいので、地方自治法第

９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。



１７

特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年宮代町条例第１０号）

の一部を次のように改正する。

別表３ その他の特別職の表中

「

学童保育指導員 月額 １４３，０００円

子育て指導員 月額 １３９，０００円

学校用務補助員 月額 １３４，０００円

」を

「

学童保育指導員 月額 １５７，０００円

子育て指導員 月額 １５３，０００円

学校用務補助員 月額 １４１，７００円

」に

改める。

附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。



１８

議案第９号

宮代町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて

次の者を宮代町教育委員会教育長に任命することについて同意を求める。

１ 住 所

２ 氏 名 中 村 敏 明

３ 生年月日

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

現教育委員会教育長の中村敏明氏を引き続き教育委員会教育長に任命したいので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、この案を提

出するものである。



１９

議案第１０号

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。

１ 住 所

２ 氏 名 岡 村 宏 一

３ 生年月日

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

現宮代町農業委員会の委員の岡村宏一氏を引き続き宮代町農業委員会の委員に任

命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、この案を提

出するものである。



２０

議案第１１号

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。

１ 住 所

２ 氏 名 中 山 勝 夫

３ 生年月日

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

新たに中山勝夫氏を宮代町農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。



２１

議案第１２号

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。

１ 住 所

２ 氏 名 森 山 松 年

３ 生年月日

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

新たに森山松年氏を宮代町農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。



２２

議案第１３号

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。

１ 住 所

２ 氏 名 中 村 一 男

３ 生年月日

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

現宮代町農業委員会の委員の中村一男氏を引き続き宮代町農業委員会の委員に任

命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、この案を提

出するものである。



２３

議案第１４号

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。

１ 住 所

２ 氏 名 折 原 正 英

３ 生年月日

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

現宮代町農業委員会の委員の折原正英氏を引き続き宮代町農業委員会の委員に任

命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、この案を提

出するものである。



２４

議案第１５号

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。

１ 住 所

２ 氏 名 中 野 勝 栄

３ 生年月日

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

現宮代町農業委員会の委員の中野勝栄氏を引き続き宮代町農業委員会の委員に任

命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、この案を提

出するものである。



２５

議案第１６号

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。

１ 住 所

２ 氏 名 秋 野 春 子

３ 生年月日

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

現宮代町農業委員会の委員の秋野春子氏を引き続き宮代町農業委員会の委員に任

命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、この案を提

出するものである。



２６

議案第１７号

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。

１ 住 所

２ 氏 名 飯 塚 信 利

３ 生年月日

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

新たに飯塚信利氏を宮代町農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。



２７

議案第１８号

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。

１ 住 所

２ 氏 名 日 下 部 好 克

３ 生年月日

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

新たに日下部好克氏を宮代町農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等

に関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。



２８

議案第１９号

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。

１ 住 所

２ 氏 名 大 島 悟

３ 生年月日

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

現宮代町農業委員会の委員の大島悟氏を引き続き宮代町農業委員会の委員に任命

したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出

するものである。



２９

議案第２０号

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。

１ 住 所

２ 氏 名 戸 田 優

３ 生年月日

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

新たに戸田優氏を宮代町農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関

する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。



３０

議案第２１号

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。

１ 住 所

２ 氏 名 島 村 重 昭

３ 生年月日

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

新たに島村重昭氏を宮代町農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。



３１

議案第２２号

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。

１ 住 所

２ 氏 名 冨 田 髙 治

３ 生年月日

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

現宮代町農業委員会の委員の冨田髙治氏を引き続き宮代町農業委員会の委員に任

命したいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、この案を提

出するものである。



３２

議案第２３号

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。

１ 住 所

２ 氏 名 齋 藤 幸 江

３ 生年月日

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

新たに齋藤幸江氏を宮代町農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。



３３

議案第２４号

平成３０年度宮代町一般会計補正予算（第４号）について

平成３０年度宮代町一般会計補正予算（第４号）を別冊のとおり提出する。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

各種事業実績の確定による減額並びに国補正予算を活用した小中学校特別教室へ

の空調設備の設置及び国民健康保険特別会計への繰出金の増額などに伴い、平成

３０年度宮代町一般会計予算に９，６７７万９，０００円を追加し、総額を１０３億

７，４０６万１，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規

定により、この案を提出するものである。



３４

議案第２５号

平成３０年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について

平成３０年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）を別冊のとおり提

出する。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

被保険者数の減に伴う保険給付費等の減額に伴い、平成３０年度宮代町国民健康保

険特別会計予算から８,１７８万円を減額し、総額を４１億４，１７６万６，０００円

とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出す

るものである。



３５

議案第２６号

平成３０年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第３号）について

平成３０年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出す

る。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

事業実績及び国県支出金の交付見込み額の減額等に伴い、平成３０年度宮代町

介護保険特別会計予算から１億３,８０２万３，０００円を減額し、総額を３０億

５，１４７万６，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定

により、この案を提出するものである。



３６

議案第２７号

平成３０年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について

平成３０年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり

提出する。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

後期高齢者医療広域連合納付金等の確定に伴い、平成３０年度宮代町後期高齢者医

療特別会計予算から２,３３７万円を減額し、総額を４億７，３３３万６，０００円

とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出す

るものである。



３７

議案第２８号

平成３０年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）について

平成３０年度宮代町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり

提出する。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

事業費の確定に伴い、平成３０年度宮代町公共下水道事業特別会計予算から

７００万円を減額し、総額を９億９，５９０万４，０００円とすることについて、

地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するものである。



３８

議案第２９号

平成３１年度宮代町一般会計予算について

平成３１年度宮代町一般会計予算を別冊のとおり提出する。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３１年度宮代町一般会計予算の総額を９９億７，２００万円とすることにつ

いて、地方自治法第２１１条第１項の規定により、この案を提出するものである。



３９

議案第３０号

平成３１年度宮代町国民健康保険特別会計予算について

平成３１年度宮代町国民健康保険特別会計予算を別冊のとおり提出する。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３１年度宮代町国民健康保険特別会計予算の総額を３８億４，２３２万

４，０００円とすることについて、地方自治法第２１１条第１項の規定によりこの

案を提出するものである。



４０

議案第３１号

平成３１年度宮代町介護保険特別会計予算について

平成３１年度宮代町介護保険特別会計予算を別冊のとおり提出する。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３１年度宮代町介護保険特別会計予算の総額を３０億６,０７５万７，０００円

とすることについて、地方自治法第２１１条第１項の規定により、この案を提出す

るものである。



４１

議案第３２号

平成３１年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算について

平成３１年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算を別冊のとおり提出する。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３１年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算の総額を４億８,９５６万

４，０００円とすることについて、地方自治法第２１１条第１項の規定により、こ

の案を提出するものである。



４２

議案第３３号

平成３１年度宮代町公共下水道事業特別会計予算について

平成３１年度宮代町公共下水道事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３１年度宮代町公共下水道事業特別会計予算の総額を９億８，４８７万

６，０００円とすることについて、地方自治法第２１１条第１項の規定により、こ

の案を提出するものである。



４３

議案第３４号

平成３１年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算について

平成３１年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３１年度宮代町農業集落排水事業特別会計予算の総額を５，４８２万

６，０００円とすることについて、地方自治法第２１１条第１項の規定により、こ

の案を提出するものである。



４４

議案第３５号

平成３１年度宮代町水道事業会計予算について

平成３１年度宮代町水道事業会計予算を別冊のとおり提出する。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

平成３１年度宮代町水道事業会計予算の収益的収入及び支出のうち収益的収入の

予定額を８億５，９１９万６，０００円とし、収益的支出の予定額を７億６，６４０万

７，０００円とすることについて、また、資本的収入及び支出のうち資本的収入の

予定額を４，５０８万３，０００円とし、資本的支出の予定額を６億１，２０８万

７，０００円とすることについて、地方公営企業法第２４条第２項の規定により、

この案を提出するものである。



４５

議案第３６号

平成３１年度宮代町一般会計補正予算（第１号）について

平成３１年度宮代町一般会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。

平成３１年２月２１日提出

宮代町長 新 井 康 之

提 案 理 由

入所児童数の増加によるいちょうの木第一児童クラブ分室の設置に伴い、平成

３１年度宮代町一般会計予算に５２７万円を追加し、総額を９９億７，７２７万円

とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出す

るものである。


